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別表十の二(二)
｢18｣欄、「31」欄、「34」欄、｢37｣欄及び｢40｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が
必要です。
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○　別表十の二(二)｢18｣の欄に金額の記載がある場合の記載事項

法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

収用換地等の場合の連結所得の
特別控除

｢第68条の73第１項｣、｢第
68条の73第２項｣又は｢第68
条の73第７項｣

10215 ｢18｣の欄の金額

○　別表十の二(二)｢31｣の欄に金額の記載がある場合の記載事項

法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

特定土地区画整理事業等のため
に土地等を譲渡した場合の連結
所得の特別控除

第68条の74第１項 10216 ｢31｣の欄の金額

○　別表十の二(二)｢34｣の欄に金額の記載がある場合の記載事項

法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

特定住宅地造成事業等のために
土地等を譲渡した場合の連結所
得の特別控除

｢第68条の75第１項｣又は｢
平成26年旧措置法第68条の
75第１項｣

10351 ｢34｣の欄の金額

○　別表十の二(二)｢37｣の欄に金額の記載がある場合の記載事項

法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

農地保有の合理化のために農地
等を譲渡した場合の連結所得の
特別控除

｢第68条の76第１項｣又は｢
平成26年旧措置法第68条の
76第１項｣

10218 ｢37｣の欄の金額

○　別表十の二(二)｢40｣の欄に金額の記載がある場合の記載事項

法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

特定の長期所有土地等の連結所
得の特別控除

第68条の76の２第１項 10219 ｢40｣の欄の金額
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